


【告示基準第１条第１項第４５号関係】

法務省告⽰をもって定める⽇本語教育機関における教育に関する告⽰基準定期点検報告書
５．教員等の基準適合性（告⽰基準第１条第１項第１１号，１２号，１３号，第１４号，第１７号関係）

※教員1名につき⽴証可能な要件いずれか１つに計上すること

※教員の詳細については別紙（様式８−２号）提出

地⽅出⼊国在留管理局への教員変更報告：

   済    未済    変更なし

3 1 1 1

10 7 3 最終教員変更届出⽇   

13 1 0 8 4 0

教員 基準適合性

合計

2019/4/25

教員が基準に適合しているか。（第１条第１項第１３号，第１７号） ○

在籍教員数 ①⽇本語教
育に係る学
位取得者数

②⼤学にお
ける⽇本語
教員養成課
程修了者数

③⽇本語教
育能⼒検定
試験合格者

数

④420単位
時間以上の
養成研修修
了者（学⼠
以上の学位
取得者に限

る）数

⑤その他

専任教員 （※告⽰基準第１０号，第１３号，第１４号，第１５号，第４２号関係）

事務局の事務を統括する職員が，⽋格事由に該当していないか（第１条第１項第１７号） ○

教員数及び専任教員数が基準に適合しているか。（第１条第１項第１１号，第１２号） ○

専任・⾮常勤の別

教員の１週間当たりの授業担当時間数が基準に適合しているか。（第１条第１項第１４号） ○

⾮常勤教員
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